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Ⅰ 基本的な考え方

１ いじめの防止等の対策に関する基本理念

いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）第３条に規

定されている基本理念

○ いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であるこ

とに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校

の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければ

ならない。

○ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童

等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするた

め、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理

解を深めることを旨として行われなければならない。

○ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護す

ることが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、

家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われな

ければならない。

２ 法が規定するいじめの防止等への組織的対応

法に規定され、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」（以下「国基本方針」

という。）において示されているいじめの防止等のための組織等は次のとおりとなって

いる。本市においては、その趣旨を踏まえ、それぞれの組織等を設置することとする。

（１）地方公共団体は、学校・教育委員会・児童相談所・法務局又は地方法務局・都道

府県警察その他の関係者により構成される「いじめ問題対策連絡協議会」を置く

ことができる（法第１４条第１項）

→（Ｐ４「Ⅱ１（１）ア 銚子市いじめ問題対策連絡協議会」を参照）

（２）教育委員会は、「いじめ問題対策連絡協議会」との連携の下に「地方いじめ防止基

本方針」に基づく対策を実効的に行うため、「附属機関」を置くことができる（法

第１４条第３項）

→（Ｐ５「Ⅱ１（１）イ 銚子市いじめ問題専門委員会（法第１４条第３項に

規定する教育委員会の附属機関）を参照）

（３）学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複

数の教職員・心理や福祉等の専門的知識を有する者その他の関係者により構成さ

れる「いじめの防止等の対策のための組織」を置くものとする（法第２２条）

→（Ｐ７「Ⅱ２（２）学校におけるいじめの防止等の対策のための組織を参照）

（４）学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と

同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設

置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大

事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う（法第２８条）

→（Ｐ９「Ⅱ３（２）ア②重大事態の調査主体と調査組織」を参照）
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（５）地方公共団体の長等は、重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生

の防止のため必要があると認めるときは、「附属機関」を設けて調査を行う等の方

法により、学校の設置者又は学校の調査の結果について調査を行うことができる

（法第２９条～第３２条第２項）

→（Ｐ５「Ⅱ１（１）ウ銚子市いじめ問題再調査委員会（重大事態の再調査を行

う市長の附属機関）を参照）

３ いじめの定義

（１）いじめの定義

いじめの定義は、法第２条において次のとおり規定されている。

「いじめ」とは、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

（２）定義に基づくいじめの判断

いじめの定義については国基本方針によって以下のように記載されている。

ア 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすること

なく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。

イ いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当する

か否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して

解釈されることのないよう努めることが必要である。

ウ 本人がいじめを否定する場合が多々あることを踏まえる。

エ いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第２２条「学校におけ

るいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

オ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児

童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グ

ループ）など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。

カ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠された

り、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ

合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため背景にある事

情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当する否かを判

断するものとする。

キ インターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが、当該児童生徒がそのこ

とを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦痛

を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った児童生徒に対する

指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。

ク いじめられた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、

そのすべてが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から

行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったよ

うな場合については、学校は、行為を行った児童生徒に悪意はなかったことを十

分加味した上で対応する必要がある。
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ケ 具体的ないじめの態様としては、以下のようなものがある。

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

○ 仲間はずれ、集団による無視をされる

○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

○ 金品をたかられる

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

（３）留意点

（１）で挙げた「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認めら

れ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に

重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。

これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相

談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

４ いじめの視点

国基本方針等では、いじめについて以下の①～④の視点を示している。

①いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものである。

②いじめは、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。

③『暴力を伴わないいじめ』であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集

中的に行われたりすることで、『暴力を伴ういじめ』とともに、生命又は身体に

重大な危険を生じさせうる。

④学級や部活動等の所属集団の構造上の問題、『観衆』としてはやし立てたり面白

がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている『傍観者』の存在にも注

意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすること

が必要である。

５ いじめの防止等に関する基本的考え方

（１）いじめの防止

市は、学校と関係機関と相互に連携して児童生徒自らがいじめに関する問題を主

体的かつ真剣に考えることができる取組を通じて「いじめは決して許されない」こ

との理解を促す。また、児童生徒が互いに良好な関係を築くことができる取組を通

じて、児童生徒を心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育むととも

に、その他いじめの予防のための対策として法教育の視点からの人権の問題や、他

者をいじめることにより発生する責任などについての具体的な指導を推進すること

が必要である。

その際は、いじめの背景として、クラスや部活動などの集団が、友人関係等にお

ける不和・不仲や過度の競争意識などにより、ストレスを高める状態に陥っていな

いか留意するとともに、児童生徒には他者を尊重する気持ちを養い、自己肯定感を

高め自信を持たせるなど、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。

（２）いじめの早期発見

いじめの早期発見は、いじめへの迅速かつ適切な対処の前提であり、定期的な
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アンケート調査や個別面談等により積極的にいじめの兆候を捉え、いじめを受けて

いる又はいじめを認知した児童生徒が、速やかに相談できる体制を学校内外に整備

する取組が重要である。

（３）いじめへの対処

いじめの防止等の対策に関する基本理念にあるように、いじめを受けた児童生徒

及びいじめを受けた児童生徒を助けようとした児童生徒の生命及び心身を保護する

ことが、何よりも重要である。

このように児童生徒を徹底して守り抜くために、学校は組織として対応し、家庭、

教育委員会等と連絡を密にし、必要に応じて警察や児童相談所など関係機関と速や

かに連携を図ることが重要である。

また、いじめを行った児童生徒に対して事情確認（その児童生徒の家庭環境など

背景も含んだ総括的なもの）した上で、適切に指導するとともに、いじめが発生し

たクラスや部活動等の集団の状況を適切に把握し、併せて、必要な指導を行い、再

発防止を徹底する。

（４）地域や家庭との連携について

社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校は地域や家庭との

連携を図ることが重要である。

また、学校は、積極的に情報発信するなど家庭との連携強化に努め、いじめを含

む問題行動等が発生した際に、迅速に協力し、対処できる体制を確立しておくこと

が重要である。

（５）関係機関との連携について

個別の事案への対応はもとより、いじめの未然防止や早期発見の観点からも学校

や家庭、教育委員会と関係機関（警察、児童相談所など）との連携は重要である。

連携を促進するため、市は各学校が関係機関に協力を要請しやすいような環境を整

えることが必要である。

また、連携の成果を高めるためには、具体的な事例に基づき、どのような協力が

可能なのか等、平素から検討しておく必要がある。

Ⅱ いじめの防止等のための対策の内容
１ 市（市教育委員会を含む）が実施する施策

（１）いじめの防止等の対策のための組織の設置

ア 銚子市いじめ問題対策連絡協議会

いじめの防止等に関する機関及び団体との連携を図るため、法第１４条第１項

の規定を踏まえ、条例の定めるところにより、「銚子市いじめ問題対策連絡協議会」

を設置する。本協議会は保護者を代表する者、銚子市立小学校及び中学校の校長

を代表する者、銚子警察署の職員、銚子児童相談所の職員、教育委員会の職員、

その他教育委員会が必要と認める者の委員で構成する。

イ 銚子市いじめ問題専門委員会（法第１４条第３項に規定する教育委員会の附属

機関）

市いじめ問題対策連絡協議会と市教育委員会との円滑な連携の下に、市基本方

針に基づくいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、法第
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１４条第３項の規定を踏まえ、条例の定めるところにより、市教育委員会に附属

機関として銚子市いじめ問題専門委員会を設置する。

本委員会は、国の基本方針において、法第２８条第１項に規定するいじめの重

大事態が発生した場合の学校の設置者としての調査組織とすることが望ましいと

されていることから、その調査組織を兼ねるものとし、組織の構成も調査を前提

として、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有

する者で構成することを基本とする。なお、調査を行う場合にはいじめ事案の関

係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）により構成す

るなど、当該調査の公平性・中立性を確保するように努めるものとする。

ウ 銚子市いじめ問題再調査委員会（重大事態の再調査を行う市長の附属機関）

市長は、法第２８条第１項の規定による重大事態に係る調査の結果について報

告を受けて、法第３０条第２項に基づき、当該報告に係る重大事態への対処又は

当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、再調

査を行うものとする。

再調査は、銚子市いじめ問題再調査委員会により実施することとし、この委員

会は、市長の附属機関として条例により設置する。

当該委員会は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び

経験を有する者で構成することを基本とし、当該再調査に係るいじめ事案の関係

者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）により構成する

など、公平性・中立性を確保するよう努めるものとする。

（２）市（市教育委員会を含む）が取り組む主な施策

ア いじめの防止

① 児童生徒の主体的な活動や、保護者･地域住民・青少年健全育成団体・福祉施

設等との連携による取組を通して、児童生徒の生きる力や自分と他者との命を

大切にする心を育むとともに、「いじめや暴力行為（児童虐待、ＤＶを含む）等

の人権侵害は許されない行為である。」という意識を高めることを目的とする「命

を大切にするキャンペーン」を４月から７月を強化期間として取り組む。

② 児童生徒のいじめ防止等の重要性などの理解を深めるとともに、児童会や生

徒会等によるいじめの防止に向けた自主的取組を促進するため、毎年９月から

翌年１月を「いじめ撲滅キャンペーン」とし、学校と連携の上、いじめの防止

等の啓発活動に取り組む。

③ 各学校において、携帯電話やスマートフォン等のインターネットやメール利

用に関する説明会及び研修会を開催するなど、いじめやトラブルを防ぐための

児童生徒への情報モラル教育の徹底や保護者への啓発を図るよう推進する。

④ いじめ防止等のための教職員の資質向上を図るため、各学校の生徒指導担当

者をはじめとした教職員対象の研修や会議を計画的に実施するとともに、各学

校における校内研修の充実を推進する。

⑤ 学校におけるいじめの防止等のための研修の充実や対策の適切化を図るため、

心理や福祉等に関する専門的知識を有する者、いじめへの対処に関し助言でき

る者などの人材に係る情報提供を行う。

⑥ いじめの防止等のための対策が適切に行われるよう、学校における児童生徒

指導体制の充実に向けた教員等の配置等を行う。
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⑦ 障害の有無などによる分け隔てなく、相互に人格と個性を尊重し合うことを

目指し、交流及び共同学習などを通して障害児・者に対する理解の促進を図る

とともに、障害のある児童生徒に対する適切な支援や指導を充実させる「特別

支援教育」を推進する。

⑧ 各学校におけるいじめの実態把握及び防止等のための取組等について、定期

的に報告を求め、取組状況等を点検するとともに、必要に応じて、学校に対す

る取組の充実を促すなど、適切に指導・助言する。

イ いじめの早期発見

① いじめの実態把握、早期発見・対応等を図るため、定期的な教育相談と毎月

の「いじめアンケート」をもとに児童生徒へのきめ細かな対応を行う。

② 教育委員会におけるいじめに関する相談・通報の窓口について明確化し、教

育委員会以外の相談機関の紹介も含めて、児童生徒や保護者、教職員、市民へ

必要な周知を行う。

ウ いじめへの対処

① 本基本方針を踏まえ、市教育委員会が、学校に対して、いじめの防止等に関

し、必要な助言・指導を行うとともに、いじめが発生した場合には、指導主事

等の派遣による支援、必要な調査等を行う。

② いじめを受けた児童生徒といじめを行った児童生徒が同じ学校に在籍してい

ない場合には、市教育委員会が学校相互間の連携協力体制の調整を行いながら、

いじめの解決の対応を進める。

エ 家庭や地域との連携

① いじめ問題に関する理解を促進し、社会全体で児童生徒を見守り、健やかな

成長を促すために、各学校において、地域とともに歩む学校づくりを推進し、

その中で、いじめの防止等をはじめとする児童生徒の健全育成のための共通理

解を進める場の設定や、協働型学校評価への目標設定等により、ＰＴＡや地域

の関係団体等と連携して取り組むように努める。

② より多くの大人が子供と関わり、子供の悩みや相談を受け止めることができ

るよう、青少年指導センターや放課後児童クラブなど、学校と家庭・地域が組

織的に連携する体制づくりの拡充を進める。

オ 関係機関との連携

① 銚子警察署、銚子児童相談所、子育て支援課、医療機関などの関係機関との

連携を図る上から、日頃からの担当者間での情報交換や連絡会議の開催などを

進める。

② 銚子市小中高生徒指導連絡協議会、学校・警察連絡協議会など、学校関係機

関とも連携を図りながら、いじめを含む児童生徒の指導上の問題の解決を目指

した取組みを進める。

カ 重大事態への対処

⇒（Ｐ９「３ 重大事態への対処」を参照）
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２ 学校及び学校の教職員の役割

学校及び学校の教職員は、保護者、地域住民、関係機関等と連携を図りつつ、学校

全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、児童生徒がいじめを受けてい

ると思われるときは、迅速かつ適切に対処する必要がある。

（１）学校いじめ防止基本方針の策定

各学校は、法第１３条に基づき、自らの学校として、どのようにいじめの防止等

の取組を行うかについての基本的な方向や、取組の内容等を「学校いじめ防止基本

方針」として定める。

策定された学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページに掲載す

るほか、入学時や年度初め等、様々な機会を活用して児童生徒、保護者に説明する。

さらに、学校いじめ防止基本方針に示された、アンケート調査、個人面談、いじめ

の認知と対応、校内研修等、学校の具体的な取組の実施状況について学校評価の評

価項目に設定し、各学校は評価結果を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、学校

におけるいじめの防止等のための取組の改善を図る必要がある。

（２）学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

学校は、いじめへの対応に当たり、特定の教職員が問題を抱え込まないよう、学

校の教職員等の間における情報の共有及び協力体制の構築を適切に行う必要がある。

また、学校にはいじめの防止等の対策のための組織を置く必要がある（※法第２２条）。

この組織が「情報の共有及び協力体制の構築」を実現するものであり、各学校のい

じめの防止等の対策のための中核的組織である。

※法第２２条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に

行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有す

る者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置く

ものとする。

いじめが起きにくい、いじめを許さない環境づくりを行うために、学校いじめ対

策組織は、その役割や活動内容が児童生徒及び保護者に理解してもらえるよう、様

々な機会を捉えて説明する必要がある。特に、いじめの早期発見のためには、学校

いじめ対策組織は、いじめを受けた児童生徒及びいじめを受けた児童生徒を助けよ

うとした児童生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報

の窓口であると児童生徒から認識されるよう努める必要がある。

（３）学校におけるいじめの防止等に関する措置

ア いじめの未然防止

いじめはどの子供にも起こり得るという事実を踏まえ、すべての児童生徒を対

象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む必要がある。その際、千

葉県いじめ防止対策推進条例（平成２６年千葉県条例第３１号）第１４条にある

「児童等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることができる取組」

「児童等が互いに良好な関係を築くことができる取組」「その他いじめの予防のた

めの対策」として、「『いのち』のつながりと輝き」を主題とし「考え、議論する」

ことを意識した道徳教育の充実、「いのちを大切にするキャンペーン」、「豊かな人

間関係づくり実践プログラム（小・中学校用）」などに取り組む。

イ いじめの早期発見

教職員は、児童生徒が自らＳＯＳを発信すること及び、いじめの情報を教職員
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に報告することは、当該児童生徒にとっては多大な勇気を要するものであること

を認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い

段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじ

めを積極的に認知することが必要である。そのために、昼休み等授業時間外の児

童生徒の人間関係を観察する等、日常的にいじめの早期発見に努める、組織的な

取組が重要である。さらに、いじめの状況把握のため、学校いじめ防止基本方針

に各学校の実態に応じた定期的なアンケート調査を位置付け計画的に実施すると

ともに、個人面談等児童生徒と教員が一対一で直接話す機会を設定するといった

取組が重要である。

加えて、校内の教育相談体制の充実に努めるほか、学校内外のいじめ相談・通

報窓口の周知を徹底する。

保護者には、いじめがあった場合の子供の変化の特徴を示し、気になる点があ

る場合は、速やかに学校に相談するよう周知するなど、家庭と連携して児童生徒

を見守り、健やかな成長を支援していくことも有効である。児童生徒及びその保

護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制整備が必要である。

ウ いじめに対する措置

いじめの発見・通報を受けた場合には、事実関係の把握、いじめであるか否か

の判断は組織的に行うことが必要であり、平素から報告連絡体制を徹底し、特定

の教職員で抱え込まず、または対応不要であると個人で判断せずに、直ちにすべ

て学校いじめ対策組織に報告・相談し、速やかに組織的に対応する。

報告・相談を迅速に行うためには、教職員が情報共有をする手順及び情報共有

すべき内容（いつ、どこで、誰が、何を、どのように等）を明確に定め、確認し

ておく必要がある。また、各教職員は、学校の定めた方針等に沿って、いじめに

係る情報を適切に記録しておく必要がある。

学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は、事実関係の確認の上、組

織的に対応方針を決定し、被害児童生徒を徹底して守り通す。

事案によっては、警察への通報など関係機関と速やかに連携する。

いじめが認知された場合には、学校いじめ対策組織は被害・加害の双方の保護

者に対して、「学校いじめ防止基本方針」に沿った対応方針を伝えるなど、信頼関

係の下に理解と協力を得られるよう努める。適切な調査に基づき、被害児童生徒、

保護者には適宜状況を説明し、安心して学校に通学するための措置を確実に行う。

説明においては、被害者、加害者を問わず、事実を正確かつ速やかに伝えること

が大原則である。

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解

消している」状態については、国基本方針において定められている。ただし、こ

れらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して

判断するものとされていることに留意が必要である。

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り

通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては、

いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共

有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。

いじめ事案の解決においては、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、

「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与

えている「傍観者」の指導についても組織的に実施する必要がある。
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３ 重大事態への対処

（１）重大事態の意味

法第２８条第１項において、次に掲げる場合を、いじめの重大事態としている。

ア いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が

生じた疑いがあると認めるとき。

イ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余

儀なくされている疑いがあると認めるとき。

「いじめにより」とは、上記ア及びイに規定する児童生徒の状況に至る要因が

当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。

また、アの「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける

児童生徒の状況に着目して判断する。例えば、次のようなケースが想定される。

○ 児童生徒が自殺を企図（きと）した場合

○ 身体に重大な傷害を負った場合

○ 金品等に重大な被害を被った場合

○ 精神性の疾患を発症した場合 など

イの「相当の期間」については、文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上

の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とする。

ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安に

かかわらず、市教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必

要である。

（２）学校の設置者（＝市教育委員会）又は学校による調査

ア 重大事態の発生と調査

① 重大事態の報告

学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに市教育委員会に報告し、市教

育委員会はこれを市長に報告する。

② 重大事態の調査主体と調査組織

重大事態の調査は、法第２８条によれば、学校の設置者が主体となって行う

場合と学校が主体となって行う場合が考えられ、国基本方針において、「学校の

設置者は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについ

て判断する」と示されていることから、本市においては、対象事案に応じて次

の区分に基づき、市教育委員会が判断する。

なお、学校が主体となって調査を行った場合でも、その後、市教育委員会が

必要と認めるときは、銚子市いじめ問題専門委員会（市教育委員会の附属機関）

によって調査を行う。

(ａ) 学校が主体となって調査を行う場合

〔対象事案〕

○ いじめにより、当該学校に在籍する児童生徒の心身又は財産に重大な被害が

生じた疑いがあると認める場合

○ いじめにより、当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間、学校を欠席する

ことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

〔調査組織〕

学校に設置の「学校対策委員会」を母体として、学校評議員、ＰＴＡ役員、
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学校医などの学校教職員以外の委員を加えるなど、公平性・中立性の確保に努

めた構成により、学校長が調査組織である「学校いじめ調査委員会」を設置す

る。

(ｂ) 市教育委員会が主体となって調査を行う場合

〔対象事案〕

○ 従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏

まえ、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に

必ずしも十分な結果を得られないと市教育委員会が判断した場合には、市教育

委員会が主体となって調査を行うものとする。

〔調査組織〕

条例によりあらかじめ設置される銚子市いじめ問題専門委員会（市教育委員会

の附属機関）を調査組織とする。（Ｐ４「Ⅱ１（１）イ銚子市いじめ問題専門委員

会（法第１４条第３項に規定する教育委員会の附属機関）」を参照）

③ 実施する調査の内容

重大事態の調査は、法第２８条第１項において、「質問票の使用その他の適切

な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うもの

とする」とされており、「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因と

なったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様で

あったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題が

あったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限

り網羅的に明確にすることである。

このことを念頭に置きながら、調査組織において、当該重大事態の状況に応

じた調査方法等を決定の上、適切に調査を進める。

（ａ）いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合

いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合、いじめられた児童生徒

から十分に聴き取るとともに、在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴

き取り調査を行うことなどが考えられる。この際、いじめられた児童生徒や情

報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先とした調査実施が必要である

（例えば、質問票の使用に当たり個別の事案が広く明らかになり、被害児童生

徒の学校復帰が阻害されることのないよう配慮する等）。

調査による事実関係の確認とともに、いじめた児童生徒への指導を行い、い

じめ行為を止める。

いじめられた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童

生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や

学習支援等をすることが必要である。

（ｂ）いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合

児童生徒の入院や死亡など、いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能

な場合は、当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保

護者と今後の調査について協議し、調査に着手する必要がある。調査方法とし

ては、在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などが考えら

れる。
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（自殺の背景調査における留意事項）

児童生徒の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その

後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施することが必要である。

この調査においては、亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至っ

た経過を検証し再発防止策を講ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮し

ながら行うことが必要である。

イ 調査結果の提供及び報告

① いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報の提供

市教育委員会又は学校は、調査組織の調査結果を受けて、調査により明らか

になった事実関係や再発防止策について、いじめを受けた児童生徒やその保護

者に対して、適時・適切な方法で説明を行う。

なお、これらの情報の提供にあたっては、市教育委員会又は学校は、他の児

童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、

適切に提供するものとする。

② 調査結果の報告

調査組織の調査結果については、市教育委員会より（学校が調査主体となっ

たものは、学校より市教育委員会に報告し、市教育委員会を通じて）、市長に報

告する。

（３）調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置

ア 再調査

市長は、法第３０条第２項に基づき、調査結果の報告に係る重大事態への対処

又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、

銚子市いじめ問題再調査委員会（市長の附属機関）により再調査を行う。（Ｐ５「Ⅱ

１（１）ウ 銚子市いじめ問題再調査委員会（重大事態の再調査を行う市長の附

属機関）」を参照）

この委員会においては、当該重大事態の状況及び法第２８条第１項の調査組織

による調査結果を踏まえ、調査方法等を決定し、適切に調査を行うものとする。

また、市長は当該委員会による調査結果を受けて、調査により明らかになった事

実関係や再発防止策について、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、

適時・適切な方法で説明を行う。

なお、これらの情報の提供にあたっては、他の児童生徒のプライバシー保護に

配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供するものとする。

イ 再調査の結果を踏まえた措置等

市長は、再調査を行ったときは、法第３０条第３項に基づき、個々の事案の内

容に応じ、個人のプライバシーに必要な配慮しながら、その結果を市議会に報告

する。

さらに、市長及び市教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責

任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の

発生の防止のために必要な措置を講ずる。


